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第3次飯塚市環境基本計画

年次報告書

-はじめに-

飯塚市では、飯塚市環境基本条例（平成18年3月26日 飯塚市条例第162号）に

基づき、環境の保全及び創造に関する基本的な計画として、「飯塚市環境基本計

画」を定めています。

令和4年3月に策定した「第3次飯塚市環境基本計画」では、目指すべき将来像

「人＋自然＋やさしいまち＝いいづか」の実現と同時に「持続可能な開発目標

（SDGs）」の17のゴール達成を目指して、取組を進めています。

この年次報告書は、令和4年度における飯塚市の環境施策の実施状況や市内の

環境の現状について、飯塚市環境基本条例第12条に基づき作成し、公表するもの

です。
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計画の概要

１．計画策定の背景と主旨

本市においては、２０１２（平成24）年3月に策定された「第2次飯塚市環境基本計

画」の計画期間終了に伴い、２０１５（平成２７）年１２月に採択された「パリ協定」や、国

の「第五次環境基本計画」（２０１８（平成30）年）、「地球温暖化対策計画」（２０２１（令

和３）年改定）、また２０１５（平成２７）年9月に国連加盟国において採択された「持続

可能な開発のための２０３０アジェンダ」など、前計画の期間中に生じた様々な社会情

勢の変化に対応するため、２０２２（令和４）年3月に「第3次飯塚市環境基本計画」を策

定しました。

本計画は、「第2次飯塚市総合計画」を上位計画とするほか、国や県、本市の各種法

制度・計画との整合・連携を図りながら、効果的・効率的に施策を勧めます。

２．計画の推進体制・進捗管理

本計画の施策を着実に実行し、目標を達成するため、市民・事業者等がそれぞれの

役割を果たすとともに、各主体のパートナーシップによって取組を進めます。

施策の進捗については、学識経験者・市民などで構成する「飯塚市環境審議会」にお

いて点検・評価を行い、新規施策や改善すべき事項について提言を行います。
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第3次飯塚市環境基本計画

年次報告書

３．目指すべき将来像と基本目標

本計画の目指すべき将来像は、前計画に掲げていた「人＋自然＋やさしいまち＝い

いづか」を引き継ぎ、将来像実現に向けた取組を進めます。

この将来像実現のために、下記の３つの基本目標と、基本目標の実現に向けた横断

的取組としての重点施策を定めます。

また、２０１５（平成２７）年9月に国連加盟国において採択された「持続可能な開発の

ための２０３０アジェンダ」の中核をなす「持続可能な開発目標」（SDGs）の17のゴー

ルと基本目標・施策方針を関連づけて定め、本計画の推進と同時に、SDGsの達成に

向けて取組を進めます。
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基本目標ごとの進捗

基本目標Ⅰ 豊かな自然と人が共生する環境をつくる

施策方針

１ 森林や水源の保全

●現状と課題

豊かな森林には降雨を蓄える水源涵養機能や土砂流出防止機能があります
が、適切に整備されずに荒廃した森林からは、これらの機能が失われ、豪雨時
の土砂災害を引き起こす可能性があります。
自然環境の保全のみならず、防災・減災のためにも、森林の適切な維持・保
全が必要です。

●主な取組内容

取組の方向性 事業内容 令和4年度実施内容

適正な森林整備に
よる水源涵養機能、
二酸化炭素吸収機
能の維持・向上

荒廃森林の整備

福岡県森林環境税基金を活用
し、公益的機能が発揮できなく
なる恐れのある人工林で間伐
等を実施し、荒廃森林の整備
を実施します。

森林保有者との協定締結、補
助金確保により、約104haの
荒廃森林整備を実施すること
が出来ました。

里山の保全

竹粉砕機の貸出による放置竹林伐採の促進

里山の荒廃や放置竹林面積の
増加などの地域課題解決のた
め、市民・団体に竹粉砕機を貸
し出して活動支援を行うこと
で、里山林保全、竹林整備を推
進します。

19件の竹粉砕機の貸出を行
い、放置竹林2.40haの伐採
を行いました。

保安林の整備によ
る自然災害の防
災・減災

市有保安林の整備

水源涵養機能、災害防止等の
機能を果たせるよう、市有保
安林の適切な維持管理を行い
ます。

3.11haの生活環境保全林の
管理を行いました。
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第3次飯塚市環境基本計画

年次報告書

●評価指標の進捗状況

評価指標
基準値

（令和2年度値）
現状値

(令和4年度値）
目標値

荒廃森林の整備面積 1,866ha ● 2,093ha 3,575ha

福岡県森林環境税基金からの交付金を活用し、公益的機能が発揮できなくな
る恐れのある人工林で間伐等を実施し、長期的に公益的機能が発揮できる森林
を目指して、整備を行っています。
令和4年度においては、約１０４haの森林整備を行いました。
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基本目標ごとの進捗

基本目標Ⅰ 豊かな自然と人が共生する環境をつくる

施策方針

２ 生物多様性の保全

●現状と課題

生物多様性には、「生態系の多様性」「種の多様性」「遺伝子の多様性」の３つ
のレベルがあり、全ての生物の存続の基盤となっています。
生物多様性の保全に向けては、外来生物法などの正しい知識を身につけ、希
少野生動植物や在来種の生育・生息域の保全や外来種対策を推進していくこ
とが必要です。

●主な取組内容

取組の方向性 事業内容 令和4年度実施内容

希少動植物、在来
種の保護・保全

生態系保全に関する情報発信

市報等の媒体により、特定外
来生物や外来生物法について
の情報発信を行い、正しい知
識の会得による生態系保全を
推進します。

広報いいづか８月号において、
特定外来生物「ツマアカスズメ
バチ」に関する注意喚起を掲載
しました。
また、市ホームページにおいて、
「ヒアリ」「ツマアカスズメバチ」
「オオキンケイギク」「セアカゴ
ケグモ」について情報掲載して
います。

外来生物の拡大防
止

自然とふれあえる
場の創出・確保

自然観察会の開催

自然体験プログラムを開催し、
参加者に自然と触れ合う機会
を提供します。（年間22回開
催予定）

自然体験プログラムを20回開
催し、211名の市民が参加しま
した。（悪天候等の理由により、
2回開催中止）

偶数月の広報いいづかにおいては、飯塚市の環境に
関する情報を発信する『環境コラム』を掲載しています。
令和4年度の8月号においては、特定外来生物「ツマ
アカスズメバチ」について情報発信を行いました。
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第3次飯塚市環境基本計画

年次報告書

飯塚市自然体験プログラム「いいねん！」

飯塚市では例年、主に小学生とその親世代を対象とした、「飯塚市
自然体験プログラム『いいねん！』」を開催しています。

また、令和3年度からは新たに、未就学児とその親世代を対象とし
た「おさんぽいいねん！」を開催し、幼少期において自然と触れ合う
機会の提供を行いました。
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基本目標ごとの進捗

基本目標Ⅱ うるおいのある快適な生活環境をつくる

施策方針

１ 河川などの水質改善

●現状と課題

飯塚市のほぼ全域に支流河川が流れており、山間部・市街地を経由して遠賀
川・穂波川に合流し、海へと流下していきます。
河川の水質調査では、BOD（生物化学的酸素要求量）の数値が高い地点も
見受けられ、河川の汚濁防止・水質改善のため、公共下水道への接続や、浄化
槽の設置を促進していくことが必要です。

●主な取組内容

取組の方向性 事業内容 令和4年度実施内容

汚水処理人口普及率
の向上

公共下水道の整備

下水道事業計画区域におけ
る、公共下水道の整備を進
めます。

事業計画面積の約84%の整
備が完了し、公共用水域の水
質保全に寄与しました。

浄化槽設置整備事業補助金の交付

住宅用小型合併浄化槽の
設置に対し、補助金を交付
します。

214基の浄化槽設置工事に対
して補助金を交付し、汚水処理
人口普及率の向上に貢献しま
した。

水質の監視、水質改
善の啓発活動の推進

廃食用油回収事業の推進

家庭排水による河川の水質
汚濁防止のため、市役所本
庁舎・各支所・交流センター
等に廃食用油回収ボックス
を設置し、各家庭から出る
廃食用油の回収事業を実
施します。

市役所本庁舎・各支所・交流セ
ンター等において、計15台の
廃食用油回収ボックスを設置
しており、3,660Lの廃食用油
を回収しました。
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第3次飯塚市環境基本計画

年次報告書

●評価指標の進捗状況

評価指標
基準値

（令和2年度値）
現状値

(令和4年度値）
目標値

汚水処理人口普及率 81.1% 83.9％ 94.0%

BOD環境基準達成ヵ所数/
調査ヵ所数×100

75.0% 75.0％ 100.0%

飯塚市汚水処理構想に基づき、公共下水道事業計画区域においては下水道整
備を進め、計画区域外においては合併浄化槽の設置促進等を実施し、汚水処理
人口の普及に努めています。
令和4年度における汚水処理人口普及率は83.9%でした。
また、令和4年度の遠賀川2地点（川島・鶴三緒）、穂波川２地点（東町橋・天道
橋）における水質調査の結果、川島、鶴三緒、東町橋の３地点ではBOD環境基準
（3.0mg/L以下）を達成していますが、天道橋においては、BOD環境基準
（2.0mg/L以下）を上回っていました。
今後も、継続的な水質の監視、水質改善のための取組が必要です。
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基本目標ごとの進捗

基本目標Ⅱ うるおいのある快適な生活環境をつくる

施策方針

2 環境美化活動の推進

●現状と課題

市街地や河川敷などで、ごみのポイ捨てやペットの糞害などが多くみられま
す。
市民アンケート等においても、ごみに関するマナー・モラルについて市民の
不満度が非常に高く、マナー・モラルについての意識改革、市内の環境美化は
市民にとって大きな課題となっています。

●主な取組内容

取組の方向性 事業内容 令和4年度実施内容

まちなか美化活動の
推進

ボランティア袋の交付

市内の公共の道路や、その
他公共の場所の清掃を行う
ためのボランティア袋を交
付し、市民によるボランティ
ア清掃活動を促進します。

6,653枚のボランティア袋を
配付により、4,479名がボラ
ンティア清掃を行い、清潔で快
適な生活環境の維持に貢献し
ました。

生活マナーの向上（ポ
イ捨て、ペットの糞害
防止）

生活環境の保全に関する条例に基づく指導

環境問題に関するさまざま
な苦情に対し、現地調査等
を行い、関係者に対して改
善指導等を行います。

環境問題に関する２30件の苦
情申立を受け、現地調査・改善
指導等を行いました。

不法投棄の防止

環境パトロール等の実施

清潔な生活環境保持のため
に、環境パトロールの実施
や、不法投棄物の回収、啓
発看板等の設置作業を行
います。

旧飯塚地区において201日間、
旧４町（頴田・庄内・穂波・筑穂）
地区においては２８３日間の環
境パトロールを実施し、良好な
生活環境の保全に努めました。
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地域における環境美化活動

飯塚市においては、食品・飲料の容器やタバコのポイ捨てなど、ごみ
の不法投棄がまちの景観を損なっていることを問題視する声が、市
民から多くあがっています。
ごみに関するマナー・モラルの改善には、まちの美化活動を継続し
て行うことが必要不可欠であることから、飯塚市では地域で清掃活
動を行う方々へのボランティア袋の交付のほか、職員による一斉清
掃を毎年行っています。

また、令和4年度においては、遠賀川河川敷の一斉清掃活動『I
LOVE 遠賀川』を、4年ぶりに開催し、約700名の市民・企業・団体
の方々にご参加いただきました。
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基本目標ごとの進捗

基本目標Ⅱ うるおいのある快適な生活環境をつくる

施策方針

３ 公害対策の徹底

●現状と課題

飯塚市における公害発生状況をみると、近年では大気汚染に関する苦情が
最も多くなっています。
これらの公害については、監視・指導を徹底し、発生の抑止に努め、適切な対
策を講じることが求められます。

●主な取組内容

取組の方向性 事業内容 令和4年度実施内容

公害対策の徹底

事業活動等の監視による公害の防止

特定施設の設置及び特定
建設作業の実施届出の審
査を行い、騒音・振動の公
害発生のおそれのある事業
活動の監視を行います。
また、遠賀川水系の水質検
査を実施し、水質汚濁の発
生源の監視を行っています。

遠賀川水系の水質検査（39地
点）を2回/年（9月・2月）に実
施したほか、特定施設の設置
及び特定建設作業の実施届出
の審査を56件実施しました。

飯塚市において最も多く報告されている公
害は、野外焼却（野焼き）です。
野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律」において禁止されている行為ですが、
このことを知らない市民も多くいます。
公害発生の予防策として、野外焼却が法律
に基づいて禁止されている行為であることを、
隣組回覧を用いて周知を行っています。
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●評価指標の進捗状況

評価指標
基準値

（令和元年度値）
現状値

(令和4年度値）
目標値

公害の件数 ５７件 75件 ０件

市民から寄せられる公害苦情は、健康や生活環境への相談と行政に対する要
望という側面を併せ持っており、市民の公害に対する関心度合い、公害被害の
現状を反映していると言えます。
令和4年度における公害件数は75件となっており、前年度と比較して減少し
てました。
公害の件数の減少には、発生時の指導の徹底はもちろんのこと、周知・啓発に
よる未然防止が必要不可欠であり、発信を継続していきます。
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基本目標ごとの進捗

基本目標Ⅲ 循環型社会・脱炭素社会を実現する
（地球温暖化対策実行計画・区域施策編）

施策方針

１ ４Rの推進
（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）

●現状と課題

ごみの収集運搬、焼却、埋立などの処理過程を通して、環境への負荷がか
かっています。
飯塚市におけるごみの総排出量は減少傾向にありますが、1人1日あたりの
ごみ排出量については増減を繰り返しており、廃棄物自体の減量や、再利用、
再資源化の促進が必要です。

●主な取組内容

取組の方向性 事業内容 令和4年度実施内容

ごみ発生の抑制（断
る、減らす）

生ごみ処理機に関する普及・啓発

生ごみ処理機「生ごみキ
エーロ」の作成教室を開催
し、各世帯における生ごみ
処理機の普及を図ります。

「生ごみキエーロ」作成教室を
7回/年開催し、計68名の市民
が参加しました。

再利用・再資源化の推
進

資源回収団体奨励補助金の交付

資源回収団体に対し、回収
量に応じた補助金交付を行
い、ごみの減量化及び資源
化を推進するとともに、市
民の環境保全に対する意識
高揚を図ります。

2年以上活動を行っていない
団体への活動再開の案内や、
市報・ホームページによる広報
の結果、新たに6団体が資源回
収活動を開始しました。

フリーマーケット等の開催による再利用の促進

エコ工房まつりにおいてフ
リーマーケットを開催する
ほか、定期的に子ども服交
換会等の再利用を促進する
事業を実施します。

11月に開催したエコ工房まつ
りにおいて、36組のフリー
マーケット出店、413名の来場
者を得ました。
また、子ども服交換会を20回
実施し、107名の参加者を得
ています。
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●評価指標の進捗状況

評価指標
基準値

（平成30年度値）
現状値

(令和３年度値）
目標値

1人1日当たりの家庭系ごみ
排出量

686.3g/人・日 697.5g/人・日 669.1g/人・日

再生利用率 ２２．６% 23.2％ 23.1%

ごみの収集運搬・焼却・埋立といった、ごみの処理過程において、燃料の消費等
に伴い、温室効果ガスが排出されており、ごみ排出量の削減、リユース・リサイク
ルの促進による循環型社会の形成は、私たち市民一人ひとりが取り組むことが
できる地球温暖化対策の１つです。

1人1日当たりの家庭系ごみ排出量は、災害ごみ発生の影響を受けた令和元年
度以降、減少傾向にあり、令和3年度においては697.5g/人・日となっておりま
す。
再生利用率については、令和3年度において23.2%となっており目標値を達
成していますが、今後も継続していく必要があります。
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基本目標ごとの進捗

基本目標Ⅲ 循環型社会・脱炭素社会を実現する
（地球温暖化対策実行計画・区域施策編）

施策方針

２ 省エネ活動、
再生可能エネルギー導入の促進

●現状と課題

飯塚市の温室効果ガス排出量は、２０１３（平成25）年度をピークに減少傾向
にあります。
しかしながら、脱炭素社会の実現にはさらなる温室効果ガス排出量削減が
必要であり、市民一人ひとりの省エネルギー行動のほか、再生可能エネルギー
や省エネ設備等を積極的に導入することが求められます。

●主な取組内容

取組の方向性 事業内容 令和4年度実施内容

国民運動「COOL
CHOICE」の推進

市民向け啓発事業の開催による省エネ行動の促進

「緑のカーテンエコプロジェ
クト」でのグリーンカーテン
の普及など、地球温暖化防
止に関する各種啓発事業を
実施することにより、市民
の温暖化防止活動への意
識向上を図ります。

省エネ行動促進、再エネ導入普
及を目的とした啓発事業を計
4回実施し、延べ２９６名の参
加者を得ました。

家庭や事業所、学校
などへの省エネ・再生
可能エネルギー設備
の導入促進

公共施設における再生可能エネルギー利用の促進

第３次飯塚市地球温暖化対
策実行計画（事務事業編）
の推進の一環として、市が
所管する学校や公共施設に
おける太陽光パネルの設置
を促進します。

幸袋交流センターの新設の際
に、太陽光発電設備（10kw）
の導入を実施しました。

地産地消の推進（フー
ドマイレージの低減）

地産地消の推進

飯塚市地産地消推進協議
会へ補助金を交付し、地産
地消拡大を推進する活動を
支援します。

新型コロナウイルスの影響で、
PRを予定していたイベント等
が中止となり、PRを行うこと
ができませんでした。
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●評価指標の進捗状況

評価指標
基準値

（平成30年度値）
現状値

(令和2年度値）
目標値

温室効果ガス排出量 ８45千tCO₂ 891千tCO₂ 647.7千tCO₂

飯塚市内における温室効果ガス排出量は、市内の人口やその他活動量の減少
により減少傾向にあり、令和元年度では、前年度と比較して減少しています。
しかし、直近で算定されている温室効果ガス排出量（令和2年度値）について
は、 891千tCO₂となっており、前年度と比較し増加しております。

2030年度までの46%減（2013年度比）、２０５０年度までの実質排出量ゼロ
の実現には、市民一人ひとりの省エネルギー行動の促進に加え、市内における再
生可能エネルギーによる発電設備や、エネルギー効率の良い省エネ設備の導入
を進める必要があります。
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基本目標ごとの進捗

重点施策
基本目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの実現に向けた横断的取組

「教育・協働・連携の推進」

施策方針

１ 情報発信手段の多様化

●現状と課題

近年では、スマートフォン等の普及によって情報発信・収集のデジタル化が
大きく進展し、SNSなどの利用は多様な世代に浸透しています。
市民に向けて情報発信する手段も、多様化する情報媒体の長所や、利用者
層の傾向を把握し、目的に適した情報発信手段を選択していくことが重要で
す。

●主な取組内容

取組の方向性 事業内容 令和4年度実施内容

多様な媒体による情
報発信

広報いいづかによる情報発信

毎月約47,000部の市報
を発行し、自治会294ヵ
所・公共施設・コンビニ・駅
などで配布を行うほか、市
ホームページやアプリ等へ
掲載し、より多くの市民に
情報提供を行います。

より多くの市民に広報紙を見
ていただくために、自治会での
全戸配布以外に、公共施設等
への配布を行いました。
また、LINE等での配信や、電
子書籍サイトへの掲載を行い
ました。

市公式ホームページの充実

ホームページの閲覧者に必
要な情報を発信するために、
各種コンテンツの管理、サイ
トの充実、端末セキュリティ
の確保を行います。

各課の相談に応じてページの
作成支援を行うなど、市民の
方が見やすいと感じるページ
構築・管理を行いました。

ICTを活用した多様
なコミュニケーション
手段の導入

小中学校における情報機器の導入推進

学校の通信インフラや情報
機器の維持管理を行い、円
滑かつ効率的な情報教育、
学校業務の環境整備を行
います。

保守業者・ICT研究指導員とと
もに各学校を訪問し、通信障害
やトラブルの情報を蓄積し、
ネットワークの安定稼働を確保
しました。
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施策方針

２ 多様な主体、多様な世代の交流・
連携の推進

●現状と課題

自治会への加入世帯の減少や、環境団体を牽引する人材の高齢化など、地
域活動、コミュニティの維持・拡大が課題となっています。
市民、事業者、環境団体、学校、行政など、多様な主体・世代が環境保全活動
に参画できるよう、コミュニティ形成の支援や、各主体同士のネットワークの
構築が重要です。

●主な取組内容

取組の方向性 事業内容 令和4年度実施内容

自治会・交流センター
の活用による地域コ
ミュニティの活性化

自治会への加入促進

協働のまちづくりの根幹を
なす自治会への加入を促進
するため、自治会長が転居
者等へ加入促進しやすい環
境を整備します。

まちづくり協議会や市のイベン
トにブースを設置して自治会加
入のお願いに関する啓発グッ
ズを配付するなど、自治会加
入促進のための取組を行いま
した。

多様な主体、世代が
気軽に情報交換でき
る場の創出支援

環境に関する市民ワークショップの開催

本市の環境施策の推進に
あたって、市民参画による
マンパワーの確保、アイディ
アの創出を図るために、広
く市民の参加を募る市民
ワークショップを開催しま
す。
また、このワークショップに
参加する各環境団体にとっ
て、ネットワークを広げる機
会を提供します。

市民ワークショップを4回開催
し、計82名の様々な世代の参
加者が意見交換を行う機会を
提供しました。
また、環境保全活動に取り組ん
でいる地元NPO法人やまちづ
くり協議会、自治会のほか、地
元企業や大学等、計11の団体
に属する市民が参加し、各団体
がネットワークを広げる機会の
提供を行いました。

環境保全団体などの
ネットワーク形成支援
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基本目標ごとの進捗

重点施策
基本目標Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの実現に向けた横断的取組

「教育・協働・連携の推進」

施策方針

３ 環境教育・環境学習の充実

●現状と課題

世界規模で拡大・複雑化していく環境問題を解決していくためには、市民一
人ひとりが自ら学び、問題の本質を理解し、解決策を実行する力を身に着け
ていくことが重要です。
こうした人材を育てるための教育・学習・体験の場や機会を充実させるほ
か、将来の環境教育・学習を担う人材の育成も求められます。

●主な取組内容

取組の方向性 事業内容 令和4年度実施内容

エコ工房・コミュニ
ティセンター、交流セ
ンターを活用した講
座、セミナーイベント
の拡充支援

エコ工房の利用促進

環境保全に関する情報発
信・学習体験の場の提供を
目的とした、『飯塚市リサイ
クルプラザ工房棟』におい
て、環境教室やイベントを実
施し、市民の利用促進に取
り組みます。

128回/年の環境教室を開催
し、1,009名が参加したほか、
「エコ工房まつり」等のイベント
開催においては、617名が参
加しました。

専門家による自然観
察会の開催

自然体験プログラム「いいねん！」の開催

地元専門家の協力のもと、
主に小学生とその親世代を
対象とした、自然体験プロ
グラムを開催し、自然環境
保護意識の醸成を図ります。

自然体験プログラムを20回開
催し、211名の市民が参加しま
した。（悪天候等の理由により、
2回開催中止）

学校などにおける環
境教育の推進

環境保全活動発表の実施

学校や団体等が日ごろから
取り組んでいる環境保全活
動を発表する『エコスタい
いづか』を開催し、環境保全
活動の周知、環境保全意識
の高揚を図ります。

計8校の小中学校が日ごろか
ら取り組んでいる環境保全活
動について、パネル展示による
発表を行いました。
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エコスタいいづかの開催について

令和4年度においては、飯塚市の各学校や団体が、日ごろから取り
組んでいる環境保全活動について発表する『エコスタいいづか』を、2
年ぶりに開催しました。

学校・団体による環境保全活動発表のほか、飯塚市内の企業や団体
の協力を得て、大人も子どもも楽しめる工作・体験ブースや、物販コー
ナーを設けたほか、協賛いただいた地元企業の商品が当たるお楽しみ
抽選会を開催しました。
当日は、延べ約1,100名が来場し、環境保全意識啓発を行うことが
できました。
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